
【特別の法人 取扱職種の範囲等の変更】 

 

（R6.1 山口労働局） 

 
様式第６号 （第１面）                            (日本産業規格Ａ列４) 

            有       料       ・       無       料 
            職 業  紹  介  事  業  許  可  証 再  交  付  申  請  書 
            職  業  紹  介  事  業  変  更  届  出  書 
            職業紹介事業変更届出書及び有料・無料職業紹介事業許可証書換申請書 
    有料・無料・特別の法人無料職業紹介事業取扱職種範囲等届出書 
    特 別 の 法 人 無 料 職 業 紹 介 事 業 変 更 届 出 書 
 

① 令和０年００月００日 
 
     厚 生 労 働 大 臣   殿 
                                                  （ふりがな）  やまぐちろうどうきょうどうくみあい 

                                        ②申請・届出者  氏  名 山口労働協同組合 
                           りじちょう   なかがわら   たろう  

                           理事長 中河原 太郎 
 
   １．職業安定法第 32条の４第３項の規定により下記のとおり再交付を申請します。 
   ２．職業安定法第 33条第４項において準用する法第 32条の４第３項の規定により下記のとおり 

再交付を申請します。 
   ３．職業安定法第 32条の７第１項の規定により下記のとおり変更を届け出ます。 
   ４．職業安定法第 33条第４項において準用する法第 32条の７第１項の規定により下記のとおり 

変更を届け出ます。 
   ５．職業安定法第 32条の７第４項の規定により下記のとおり変更届け出及び書換申請をします。 
   ６．職業安定法第 33条第４項において準用する法第 32条の７第４項の規定により下記のとおり 

変更届け出及び書換申請をします。 
   ７．職業安定法第 33条第４項において準用する・第 33条の３第２項において準用する第 32条の 

12第１項の規定により、下記のとおり取扱職種の範囲等を定めたので届け出ます。 
   ８．職業安定法第 33条の３第２項において準用する法第 32条の７第１項の規定により下記のと 

おり変更を届け出ます。 
    

                       記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③許可・届出番号 ３５－特－９９９９９９ 

 
（ふりがな） 

④氏 名 又 は 名 称 

やまぐちろうどうきょうどうくみあい 

山口労働協同組合 

 
 
 
 
（ふりがな） 

⑤所  在  地 

 〒  ７  ５  ３ － ０  ０  ０  ０                電話０８３（９９５）００００ 

 やまぐちけんやまぐちしなかがわらちょう 

山口県山口市中河原町０番地００ 

 

 

⑥事業所 

 
 （ふりがな） 

  名 称 

やまぐちろうどうきょうどうくみあいむりょうしょくぎょうしょうかいじょ 

山口労働協同組合無料職業紹介所 

 

（ふりがな） 

所在地 

やまぐちけんやまぐちしなかがわらちょう 

山口県山口市中河原町０番地００ 

④⑤⑥欄は、届出された内容に沿って記

載してください。 

１～６及び８を全文抹消し、７の「第 33条

第 4項において準用する・」を部分抹消し

てください。 



【特別の法人 取扱職種の範囲等の変更】 

 

（R6.1 山口労働局） 

様式第６号（第２面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

届出者（法人にあっては役員を含む。）(届出者が未成年の場合、その法定代理人をいう。)に

ついては、職業安定法第 33 条の３第２項において準用する同法第 32 条各号(第３号、第 10 号

及び第 11 号を除く。)のいずれにも該当しないこと並びに届出者が精神の機能の障害により認

知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合には該当する全

ての者の精神の機能の障害に関する医師の診断書が添付されていることを誓約します。 
また、同法第 32条の 14 の規定により選任する職業紹介責任者については、職業紹介責任者が

同法第 32条第１号、第２号及び第４号から第９号までのいずれにも該当しないこと、未成年者

に該当しないこと、職業安定法施行規則第 24 条の６第２項第１号に規定する基準に適合するこ

と並びに職業紹介責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うこと

ができないおそれがある者である場合には該当する全ての者の精神の機能の障害に関する医師

の診断書が添付されていることを誓約します。 

 

 

 

⑦変 更 事 項 取扱職種の範囲等の変更 

⑧変  更  前 国内・全職種 

⑨変  更  後  

 

 

 

⑩取 扱 職 種 の 

 
 
 範 囲 等 

＜地 域＞国内・ベトナム社会主義共和国 

＜職 種＞全職種 

＜その他＞国外においては出入国管理及び難民認定法に基づき就労
目的の在留が認められる外国人に係る職業紹介 

求人者は組合の直接もしくは間接の組合員に限る 

 
⑪変更(廃止)年月日 令和０年００月００日 

 
 
⑫職業紹介責任者 

  氏    名     住           所 

  

⑬変更(廃止)理由 
 再 交 付 理 由 

（例）国外にわたる職業紹介事業の拡大のため 

⑭備        考 
担当者：総務担当  平川 涼子 
    ０８３－９９５－００００ 

取扱職種名の記載については、原則「令和４年版厚生労働

省編職業分類」の中分類としてください。 

 

日本国内で取扱地域の範囲を限定する場合、原則都道府県

名または都道府県名＋市町村名としてください。 

 

国外にわたる職業紹介を行う場合の相手先国名は、外務省

作成各国・地域情勢に記載された名称を用いてください。 

なお書きは、全文抹消してください。 


